
路
面
凍
結
に
よ
る
ス
リ
ッ
プ
が
争
点
と
な
っ
た
事
例

ー
一
般
国
道
三
〇
三
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
ー

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

千
木
良

敦
之

③

原
告

法
人

被
告

滋
賀
県

二

本
件
事
故
の
発
生

平
成
一
三
年
一
月
三
〇
日
午
前
二
時
四
五
分
頃
、
B
会

社
の
従
業
員
は
、
被
害
車
両
で
あ
る
貨
物
自
動
車
を
運
転

し
て
国
道
三
0
三
号
を
時
速
約
五
0
m
で
走
行
中
、
新
栄

橋
に
さ
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
新
栄
橋
手
前
約
三
五
m
の

地
点
で
橋
上
に
二
台
の
事
故
車
両
が
あ
る
の
を
発
見
し
た

の
で
、
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
ハ
ン
ド
ル
が
操
作

不
能
と
な
り
、
新
栄
橋
の
橋
欄
干
を
被
っ
て
橋
の
下
を
流

れ
る
八
田
部
川
に
転
落
し
た
。
本
件
事
故
当
時
、
新
栄
橋

の
橋
面
は
凍
結
し
て
い
た
。

三

争
点

争
点
1

滋
賀
県
の
新
栄
橋
付
近
の
道
路
の
管
理
に
瑕
疵

が
あ
っ
た
か

争
点
2

道
路
管
理
の
瑕
疵
と
本
件
事
故
と
の
間
に
因
果

関
係
が
認
め
ら
れ
る
か

争
点
3

原
告
ら
に
生
じ
た
損
害

は
じ
め
に

本
件
は
、
被
告
滋
賀
県
の
管
理
す
る
一
般
国
道
三
〇
三

号
に
お
い
て
、
散
水
融
雪
装
置
か
ら
の
散
水
に
よ
り
道
路

が
凍
結
し
た
た
め
、
原
告
A
運
送
会
社
が
保
有
し
、
原
告

B
株
式
会
社

(A
の
子
会
社
)
が
使
用
す
る
車
両
が
事
故

を
起
こ
し

(以
下

｢本
件
事
故
｣
と
い
う
。)、
原
告
C
損

害
保
険
会
社
が
保
険
契
約
に
基
づ
き
そ
の
損
害
の
一
部
を

填
補
し
た
と
し
て
、
原
告
ら
が
被
告
に
対
し
、
本
件
事
故

に
よ
り
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
た
事
業
で
あ
る
。

一

事
実
及
び
理
由

=

請
求

A
運
送
会
社
に
対
し
約
八
三
万
円

B
会
社
に
対
し
約
一
、
0
一
八
万
円

C
損
害
保
険
会
社
に
対
し
約
四
一
一
万
円

等
の
支
払
い
。

②

提
訴
日

一
審
判
決
日

平
成
一
六
年
四
月
二
六
日

(請
求
棄
却
)
[確
定
]

四

争
点
に
期
す
る
当
裁
判
所
(天
津
地
裁
)

の
判
断

主
文1

原
告
ら
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

2

訴
訟
費
用
は
原
告
ら
の
負
担
と
す
る
。

道イテセ 2005,2 53

理
由

①
二
九
日
午
後

一
〇
時
三
〇
分
の
時
点
及
び
本
件
事

故
当
時

(三
0
日
午
前
二
時
四
五
分
こ
ろ
)
に
お
い

て
、
本
件
事
故
現
場
で
は
本
件
装
置
は
稼
働
し
て
お

ら
ず
、
散
水
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
本
件

事
故
当
時
に
は
新
栄
橋
の
橋
面
が
凍
結
し
て
い
た
こ

と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
本
件
装
置

が
、
二
九
日
午
後

一
〇
時
三
〇
分
以
降
三
〇
日
午
前

二
時
四
五
分
頃
ま
で
の
間
に
稼
働
し
て
散
水
を
行
い
、

そ
の
後
散
水
が
停
止
し
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
に
よ
り

新
栄
橋
の
橋
面
が
凍
結
し
た
事
実
を
認
め
る
に
足
り

る
的
確
な
証
拠
は
な
い
。

②
こ
の
点
、
原
告
ら
は
、
二
九
日
午
後

一
一
時
こ
ろ

に
新
栄
橋
を
通
過
し
た
際
、
雪
が
全
く
降
っ
て
い
な

か
っ
た
の
に
、
新
栄
橋
付
近
の
本
件
装
置
か
ら
道
路

が
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
散
水
が
行
わ
れ
て
い
た
旨
記
載

す
る
陳
述
書

(甲
幻
)、
三
0
日
午
前
○
時
三
〇
分
こ

ろ
に
新
栄
橋
を
通
過
し
た
際
、
雪
が
全
く
降
っ
て
い

な
か
っ
た
の
に
、
本
件
装
置
か
ら
、
新
栄
橋
の
た
も



と
ま
で
は
勢
い
よ
く
、
新
栄
橋
の
上
で
は
チ
ヨ
ロ
チ
ョ

イ
ナ
ス
三
･
七
度
で
あ
っ
た
こ
と
、
③
本
件
装
置
の
機

疵
が
あ
っ
た
と
い
え
る
か
は
、
当
該
営
造
物
の
場
所
的

ロ
と
弱
い
状
態
で
、
水
が
出
て
い
た
旨
記
載
す
る
陳
述

能
や
気
象
条
件
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
装
置
が
、
二
九
日

環
境
及
び
利
用
状
況
、
管
理
の
方
法
等
諸
般
の
事
情
を

書

(甲
翌
、
三
〇
日
午
前
一
時
か
ら
、
一
時
三
〇
分

こ
ろ
に
新
栄
橋
を
通
過
し
た
際
、
雪
が
全
く
降
っ
て
い

な
か
っ
た
の
に
、
新
栄
橋
の
橋
上
道
路
は
、
本
件
装
置

か
ら
水
が
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
よ
く
出
て
い
た
旨
記
載
す

る
陳
述
書

(甲
芻
)
を
提
出
し
て
い
る

(上
記
陳
述
書

の
三
名
は
、
い
ず
れ
も
原
告
B
会
社
の
運
転
手
で
あ

る
)
。し

か
し
な
が
ら
、
本
件
装
置
に
は
本
件
事
故
後
の
点

検
に
お
い
て
異
常
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

本
件
事
故
当
時
も
正
常
に
作
動
し
て
い
た
と
推
認
さ
れ

る
と
こ
ろ
、
①
本
件
装
置
が
稼
働
を
開
始
す
る
た
め
に

は
、
赤
外
線
が
雪
片
に
よ
り
四
分
間
に
三
回
以
上
遮
光

さ
れ
、
水
分
検
出
回
路
に
よ
り
水
分
が
検
出
さ
れ
る
と

と
も
に
、
さ
ら
に
四
分
の
う
ち
に
再
度
降
雪
を
検
出
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
気
象
条

件
は
、
二
九
日
の
午
後
八
時
以
降
は
降
雪
が
な
く
、
同

日
午
後
一
〇
時
三
〇
分
に
本
件
装
置
は
稼
働
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
、
②
本
件
装
置
が
稼
働
を
停
止
す
る
た
め

に
は
、
赤
外
線
が
遮
光
を
繰
り
返
さ
な
く
な
る
か
水
分

検
出
回
路
が
水
分
検
出
を
行
わ
な
く
な
り
、
か
つ
、
気

温
が
停
止
温
度
制
御
回
路
の
設
定
温
度
で
あ
る
一
度
よ

り
高
い
と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ
る
が
、
二
九
日
午
後

一
〇
時
二
〇
分
の
気
温
は
マ
イ
ナ
ス
一
･
四
度
で
あ

り
、
そ
の
後
、
三
〇
日
午
前
三
時
三
一
分
の
気
温
は
マ

能
や
気
象
条
件
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
装
置
が
、
二
九
日

午
後
一
〇
時
三
〇
分
以
降
稼
働
を
開
始
し
、
午
前
二

時
四
五
分
ま
で
の
間
に
停
止
す
る
た
め
の
条
件
が
あ
っ

た
と
は
認
め
難
い
こ
と
、
二
九
日
午
後
八
時
こ
ろ
に
降

雪
が
あ
り
、
同
日
午
後
一
〇
時
三
〇
分
の
時
点
で
は
、

本
件
事
故
現
場
付
近
に
は
路
肩
に
雪
が
残
っ
た
状
態
で

あ
っ
た
こ
と
、
本
件
事
故
現
場
付
近
は
午
前
二
時
か
ら

三
時
に
か
け
て
交
通
量
が
最
も
少
な
く
な
る
こ
と
、
当

時
の
気
象
条
件
を
考
慮
す
れ
ば
、
路
面
が
凍
結
す
る
原

因
は
、
本
件
装
置
に
よ
る
散
水
以
外
に
も
考
え
ら
れ
る

こ
と
、
④
原
告
の
運
転
手
ら
三
名
の
陳
述
書
の
記
載
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
客
観
的
な
証
拠
は
な
い

　
　　
　　

以
上
に
照
ら
せ
ば
、
上
記
原
告
の
運
転
手
ら
三
名
の

陳
述
書
の
記
載
内
容
は
に
わ
か
に
採
用
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

③
も
っ
と
も
、
本
件
現
場
付
近
の
路
面
が
凍
結
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
路
面
凍
結
の
点
に
つ
い
て
、
被
告
の
道

路
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、以
下
検
討
す
る
。

道
路
面
の
凍
結
現
象
は
、
当
該
道
路
の
地
理
的
、
気

象
的
、
地
形
的
条
件
及
び
道
路
構
造
等
が
加
わ
っ
て
発

生
す
る
自
然
現
象
で
あ
り
、
必
ず
し
も
道
路
が
凍
結
し

た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
道
路
が
本
来
有
す
る
安
全
性
を

欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
家
賠
償
法

二
条

一
項
に
い
う
、
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
に
暇

環
境
及
び
利
用
状
況
、
管
理
の
方
法
等
諸
般
の
事
情
を

総
合
考
慮
し
て
、
道
路
の
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠

い
て
い
る
と
い
え
る
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。

ア

そ
こ
で
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
道
路
の
状
況
等

に
つ
い
て
見
る
に
、
①
本
件
装
置
は
、
積
雪
を
防
止

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
事
故
現
場

付
近
は
一
二
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
か
な
り
の
積
雪

量
が
あ
る
こ
と
、
②
0
6
W
型
は
、
機
能
上
は
一
定

の
気
象
条
件
を
満
た
す
場
合
に
作
動
す
る
構
造
に
な

っ
て
お
り
、
本
件
事
故
当
時
も
本
件
装
置
は
正
常
に

稼
働
し
て
い
た
こ
と
が
推
認
さ
れ
る
こ
と

、
③
本

件
事
故
現
場
を
含
む
国
道
三
○
三
号
は
、
京
都
府
北

部
と
中
部
地
方
を
つ
な
ぐ
道
路
で
、
両
地
点
を
移
動

す
る
車
両
の
多
く
が
通
行
す
る
交
通
の
要
衝
で
あ

り
、
最
も
交
通
量
が
多
く
な
る
の
は
午
後
五
時
か
ら

午
後
六
時
に
か
け
て
で
あ
る
こ
と
、
④
被
告
の
国
道

三
〇
三
号
の
管
理
状
況
は
、
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、

警
告
板
を
設
置
し
て
凍
結
に
対
す
る
利
用
者
の
注
意

を
促
し
、
地
元
の
事
情
に
通
じ
た
委
託
業
者
に
委
託

し
て
凍
結
防
止
剤
を
散
布
し
て
い
た
こ
と
、
⑤
本
件

事
故
現
場
に
お
け
る
事
故
発
生
数
は
、僅
か
で
あ
り
、

凍
結
を
原
因
と
し
て
事
故
が
多
発
し
て
い
る
と
認
め

る
よ
う
な
状
況
も
見
ら
れ
な
い
こ
と

(な
お
、
二
四

日
に
は
二
件
の
事
故
が
発
生
し
て
い
る
が
、
同
日
午



前
四
時

一
分
の
気
温
は
0

･
二
度
で
あ
る

(乙

民
事
訴
訟
法
六
一
条
、
六
五
条
一
項
本
文
を
適
用
し
て
、

引
)。)、
⑥
被
害
車
両
の
進
行
方
向
に
従
っ
た
国
道

主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

三
〇
三
号
の
新
栄
橋
に
至
る
ま
で
の
道
路
線
形
は
半

径
三
〇
0
m
の
緩
や
か
な
右
カ
ー
ブ
で
あ
り
、
縦
断

勾
配
も
新
栄
橋
に
向
か
っ
て
一
･
四
三
%
の
緩
や
か

な
登
り
勾
配
と
な
っ
て
お
り
、
前
方
の
見
通
し
は
確

保
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
事
故

現
場
付
近
の
道
路
は
、
道
路
と
し
て
通
常
有
す
べ
き

安
全
性
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
滋

賀
県
に
お
け
る
本
件
事
故
現
場
付
近
の
道
路
の
管
理

に
瑕
疵
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

イ

こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
ら
は
、
凍
結
防
止
剤
の
散

布
方
法
が
適
切
で
は
な
か
っ
た
こ
と
や
、
警
戒
標
識

の
設
置
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
が
、
凍
結
防
止
剤

が
残
存
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
滋
賀
県
の

道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
評
価
で
き

な
い
。
ま
た
、
警
戒
標
識
の
設
置
に
つ
い
て
の
原
告

ら
の
主
張
を
裏
付
け
る
的
確
な
証
拠
は
な
い
。

ウ

以
上
に
よ
れ
ば
、
道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た

こ
と
を
理
由
に
、
被
告
に
は
、
そ
の
管
理
者
と
し
て

の
責
任
が
あ
る
と
す
る
原
告
ら
の
主
張
は
認
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

よ
っ
て
、
そ
の
余
の
争
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も

な
く
、
原
告
ら
の
請
求
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
い
か
ら
こ

れ
を
棄
却
す
る
こ
と
と
し
、
訴
訟
費
用
の
負
担
に
つ
い
て




